日本人退職者180日滞在の数次査証の申請
１、適用者
５５歳以上で、すでに定年退職した日本国籍の方。

２、必要書類
（１）、旅券の残存期限が９ヶ月以上。
（２）、申請書１通（本人の署名が必要）。
（３）、カラ－写真2枚（４cm × ５cm、申請日前６ヶ月以内撮ったもの）。
（４）、日本の警察機関が発行した無犯罪証明書（発行日から3ヶ月以内のもの）
（５）、５万ドル相当（約日本円五百万円）の財力証明書（銀行の残高証明書など）及び
厚生年金または共済年金または国民年金を受給している証明。 
（６）、期限半年以上の海外旅行保険（医療保険および傷害保険を含む）を掛けてあること
（７）、同行配偶者の申請には年齢制限がないが、婚姻関係を証明するために３ヶ月内に発行される婚姻登録のある戶籍謄本が要求されます。
（８）、査証手数料
◎滞在期間が180日の数次停留査証が発給されますが、延期はできません。

◎滞在期限が切れてからの再申請は可能です。
